
 

 

 

平成 29 年  月  日 

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日 

住宅局建築指導課 

 

令和２年から建築士試験の受験要件が変わります！ 
～「建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築士法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の閣議決定～ 
 

昨年１２月１４日に公布された建築士法の一部を改正する法律の施行期日等が、本日、閣

議決定されました。これにより、令和２年の建築士試験（※）から、建築士試験の受験要件と

なっている実務経験について、免許登録までに積んでいればよいことになり（実務経験のみ

の者が二級・木造建築士免許を受ける場合等を除く）、例えば、大学卒業後すぐに試験に合

格し、その後実務経験を経て免許登録するといったことも可能になります。 
（※）一級建築士試験の「学科の試験」は、例年７月第４週日曜日に実施しておりますが、令和２年に例年通り実施した場合、東京オリン

ピック・パラリンピック期間中となります。このような状況に鑑み、東京オリンピック・パラリンピック開催期間中の大規模な人の移動を

避ける観点等から、試験会場が確保されることを前提に、「学科の試験」については、例年より２週間早い７月１２日（日）の日程で実施す

る予定です。なお、「設計製図の試験」については、例年通り実施予定です。 

１．背景 
建築士試験を受験するための要件とされている実務の経験について免許登録の際の要件と

すること等を内容とする、建築士法の一部を改正する法律（平成30年法律第９３号。以下、
「改正法」という。）が昨年１２月１４日に公布されたところです。改正法の施行にあたり、
その施行期日等を定める必要があることから、今般、「建築士法の一部を改正する法律の施行
期日を定める政令」及び「建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関
する政令」が閣議決定されました。 

 
２．概要 
（１）改正法の施行期日 
改正法の施行期日を令和２年３月１日とする。 
 

（２）建築士の登録・受験に係る手数料の見直し 
建築士の登録・受験に係る手数料の額について、以下のとおり改正する。 
 一級建築士の登録手数料                ：28,400円 
 一級建築士の受験手数料                ：17,000円 
 二級・木造建築士の免許に関する事務の標準手数料    ：24,400円 
 二級・木造建築士の試験の実施に関する事務の標準手数料 ：18,500円 

 
（３）その他所要の改正 
 
３．スケジュール 
閣 議 決 定   令和元年 ９月６日（金） 
公    布   令和元年 ９月１１日（水） 
施    行   令和２年 3月１日（火） 
 

 

＜問い合わせ先＞ 

 国土交通省 住宅局 建築指導課 田伏、星川 

 電話：03-5253-8111（内線：39520、39539） 

 


